
 

 

国会のしくみと種類 

【解説】流れ 教科書の重要キーワードをチェックした後、次のページへ！ 

 

 １ 国会のしくみと種類 

● 衆議院と参議院・・・・・・慎重に審議をおこなうため、①   二院制           を採用 

● 両院の比較 

衆議院  参議院 

②   465      名 定員 ③   248      名 

④   25    歳 
被選

挙権 ⑤   30    歳 

⑥   4      年 任期 ⑦   6      年 

⑧   あり        解散 ⑨   なし        

   ● 国会の種類 

    ⑩   常会（通常国会） ・・・・・毎年１月に召集。１５０日間。予算の審議が中心 

    ⑪   特別会          ・・・・・衆議院の解散総選挙のあとに召集される。内閣総理大臣の指名がおこなわれる 

    ⑫   臨時会          ・・・・・内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の４分の１以上の要求が 

あったときに召集される 

    緊急集会・・・・・・衆議院の解散中に参議院で緊急に開かれる 

● 会議の原則 

    定足数・・・・・議決するのに必要な人数。総議員の３分の１以上 

    議決・・・・・・出席議員の⑬   過半数      が賛成すれば可決。（多数決の原則） 

 

＊補足：参議院の定数の変化について 

令和元年（２０１９年）の通常選挙から２４５人となり、令和４年（２０２２年）の通常選挙から２４８人となった。 

第４１条 

国会は、国権の最高機

関であって、国の唯一の

立法機関である。 

 

 



 

 

 

【教科書の重要語句】 《一問一答》 問題文ごと暗記しよう！ 
 

 
 衆 議 院 参 議 院 

議員数 ①   人 ２４8 人  

被選挙権 ②  歳 ③  歳 

任期 ④  年  ６ 年（３年ごとに半数改選） 

解散（あ 

 るor な 

 し） ⑤   ⑥  

 
 

① わが国の国会は衆議院と参議院の    を採用している。 ①  
    

② 衆議院の定員はア   名で、参議院はイ   名である。 ② ア  イ  
       

③ 衆議院の任期はア   年で、参議院はイ   年である。 ③ ア  イ  
      

④ 衆議院と参議院のうち被選挙権が 30歳なのは    である。 ④  
    

⑤ 衆議院と参議院のうち解散があるのは、    である。 ⑤  
    

⑥ 毎年 1月に開かれて会期が 150日と定められている国会を    という。 ⑥  
    

⑦ 衆議院解散総選挙後、30日以内に開かれる国会を    という。 ⑦  
    

⑧ 内閣または議員の 4分の 1以上の要求があったときに開かれる国会を    という。 ⑧  
    

⑨ 議決するのに必要な人数を定足数といい、総議員の    以上である。 ⑨  
    

⑩ 憲法４１条で国会は国権のア   であり、唯一のイ   である。 ⑩ ア  イ  
 



 

 

国会の仕事 

【解説】流れ 教科書の重要キーワードをチェックした後、下の問題へ！ 

 

国会の仕事 

①   法律       の制定  ②   予算        の議決 （予算案の作成は内閣） 

③   内閣不信任      決議 （首相をクビに） ④   内閣総理大臣      の指名  

⑤   条約        の承認 （条約の締結は内閣） ⑥   憲法改正          の発議  

⑦   弾劾裁判所     の設置 （裁判官を裁く） ⑧   国政調査          権  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【教科書の重要語句】 《一問一答》 問題文ごと暗記しよう！ 
 

① 国会が定める決まりを    という。 ①  
    

② 国会は税金の使い道である    を審議・議決する。 ②  
    

③ 国会は内閣の長である    を指名する。 ③  
    

④ 国会は内閣の総辞職を求める    決議をおこなうことができる。 ④  
    

⑤ 国会は外国と結んだ    を承認する。 ⑤  
    

⑥ 国会は不正のあった裁判官を裁くために    を設置することができる。 ⑥  
    

⑦ 国会は総議員の 3分の 2以上の賛成で    の発議をおこなう。 ⑦  
    

⑧ 国会は実際の政治を調査する    をもつ。 ⑧  
 

 



 

 

 解答  

 
 衆 議 院 参 議 院 

議員数 ②  ４６５ 人 ２４8 人  

被選挙権 ② ２５ 歳 ③ ３０ 歳 

任期 ④ ４ 年  ６ 年（３年ごとに半数改選） 

解散（あ 

 るor な 

 し） ⑤ ある  ⑥ なし 

 
 

① わが国の国会は衆議院と参議院の    を採用している。 ① 二院制 
    

② 衆議院の定員はア   名で、参議院はイ   名である。 ② ア 465 イ 248 
       

③ 衆議院の任期はア   年で、参議院はイ   年である。 ③ ア ４ イ ６ 
      

④ 衆議院と参議院のうち被選挙権が 30歳なのは    である。 ④ 参議院 
    

⑤ 衆議院と参議院のうち解散があるのは、    である。 ⑤ 衆議院 
    

⑥ 毎年 1月に開かれて会期が 150日と定められている国会を    という。 ⑥ 常会 
    

⑦ 衆議院解散総選挙後、30日以内に開かれる国会を    という。 ⑦ 特別会 
    

⑧ 内閣または議員の 4分の 1以上の要求があったときに開かれる国会を    という。 ⑧ 臨時会 
    

⑨ 議決するのに必要な人数を定足数といい、総議員の    以上である。 ⑨ 3分の１ 
    

⑩ 憲法４１条で国会は国権のア   であり、唯一のイ   である。 ⑩ ア 最高機関 イ 立法機関 
 
 
 

① 国会が定める決まりを    という。 ① 法律 
    

② 国会は税金の使い道である    を審議・議決する。 ② 予算 
    

③ 国会は内閣の長である    を指名する。 ③ 内閣総理大臣 
    

④ 国会は内閣の総辞職を求める    決議をおこなうことができる。 ④ 内閣不信任 
    

⑤ 国会は外国と結んだ    を承認する。 ⑤ 条約 
    

⑥ 国会は不正のあった裁判官を裁くために    を設置することができる。 ⑥ 弾劾裁判所 
    

⑦ 国会は総議員の 3分の 2以上の賛成で    の発議をおこなう。 ⑦ 憲法改正 
    

⑧ 国会は実際の政治を調査する    をもつ。 ⑧ 国政調査権 
 


